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細菌による感染性胃腸炎につい

 
はじめに 
 
感染症予防法の 4 類感染症定点把握(小児

として感染性胃腸炎が指定されていますが

それは原因別に、細菌、ウイルス、その他寄

生虫などに分類することができます。細菌に

る感染性胃腸炎の多くは、食品や飲料水に

る食中毒として主に夏期に発生します。調理

給食における食品衛生に予防の重点があ

すが、感染性胃腸炎のなかには、糞便－経

伝播によりヒトからヒトへ 2 次感染をもたら

ものがあり、その場合、伝播予防策も必要

ります。以下、細菌による食中毒としての感

性胃腸炎症例からの 2 次感染に関し、病院

おける伝播予防策について述べます。 
 
主な原因細菌 
 
１．Pathogenic Escherichia coli（病原性

腸菌） 
 
大腸菌は腸内細菌科のグラム陰性桿菌で

般にヒトの腸管常在菌であり、他の感染しや

い部位に接種されなければ感染を起因しな

平素無害菌です。ただし下記の病原性大腸

も存在し、それらは食中毒として下痢性の感

染症を起因し、乳児などで死因となることも

ります 1)。セロタイプが O157:H7、O111、

O26 などの大腸菌は腸管出血性大腸菌と

ばれ、ベロ毒素を産生して出血性大腸炎や

血性尿毒症症候群を起因します 2)。腸管出

性大腸菌感染症は感染症予防法の 3 類感

症です。腸管出血性大腸菌について詳しく

Y’s Letter No.4を参照下さい。 
 

Y’s Letter No.20-1 
 
  

 
吉田製薬株式会社 〒164-0011 東京都中野区中央 5-1-10

Tel: 03-3381-7291 Fax: 03-3381-7244
Mail: info@yoshida-pharm.co.jp
 

 
 
 
 
 
 

て 
Published online: 2003.08.04

 
・ enteropathogenic Escherichia coli（腸管

病原性大腸菌: EPEC） 
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・ enterohaemorrhagic Escherichia coli（腸

管出血性大腸菌: EHEC） 
・ enteroinvasive Escherichia coli（腸管侵

入性大腸菌: EIEC） 
・ enterotoxigenic Escherichia coli（毒素原

性大腸菌:ETEC） 
・ enteroaggregative Escherichia coli（腸

管付着性大腸菌: EAEC） 
・ diffuse-adherent Escherichia coli（びま

ん付着性大腸菌） 
・ cytolethal distending toxin-producing 

Escherichia coli（細胞致死性膨潤毒素産

生大腸菌） 
  

これらの感染症例に対しては、標準予防策に

加えて、後述のように糞便に対する接触予防

策を行います 3)4)。一般に大腸菌は消毒薬が

良好に消毒効果を発揮する細菌で、日本で繁

用されている消毒薬や 70℃の熱水は大腸菌

O157:H7 に有効と報告されており 5)、特別な

消毒薬の選択を行う必要はありません 6)。 
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２．Salmonella spp.（サルモネラ属） 
 
サルモネラ属は腸内細菌科のグラム陰性桿菌

で、Salmonella enteritidis、Salmonella 
entrica serovar typhimurium などが食中毒と

して感染性胃腸炎を起因します。これらの一

部について多剤耐性が報告されています

7)8)9)10)。サルモネラ属による感染はほとん

ど 2 次感染を発生させないため、感染症例に

対する予防策は標準予防策を基本とし、失禁

のある場合には接触予防策を行います 4)。消

毒薬抵抗性は特に報告されていません。 
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Salmonella serovar typhi（腸チフス菌）と

Salmonella serovar paratyphi A（パラチフス

A 菌）は、それぞれ腸チフスとパラチフスを起

因します。感染経路は経口感染であり、腸管リ

ンパなどで増殖し、敗血症をもたらします。菌

は保菌者・感染症例の糞便・尿・胆汁に排出さ

れ、ヒトからヒトへ伝播します 11)。主に東南ア

ジア、アフリカにみられますが、日本でも輸入

感染症を中心に毎年数十例報告されています。

これらの一部について多剤耐性が報告されて

います 12)。感染予防法上の 2 類感染症であ

り、第二種感染症指定医療機関への入院を患

者に勧告します。感染症例に対して糞便を念

頭に置いた接触予防策を行います 3)4)。消毒

薬抵抗性は特に報告されておらず、低～中水

準消毒薬が有効です。消毒例について詳しく

は文献 6)を参照ください。 
 
３．Shigella spp.（赤痢菌属） 
 
Shigella dysenteriae（A 亜群）、Shigella 
flexneri（B 亜群）、Shigella boydii（C 亜群）、

Shigella sonnei（D 亜群）など赤痢菌属は腸

内細菌科のグラム陰性桿菌で、細菌性赤痢を

起因します。Shigella dysenteriae の一部は

志賀毒素を産生して激症をもたらします。感染

経路は経口感染であり、大腸腸管上皮細胞で

増殖して潰瘍を形成します。菌は保菌者・感染

症例の糞便に排出され、ヒトからヒトへ伝播す

る可能性がありますが、多くの場合は汚染さ

れた食品と水を介して伝播します。発展途上

国において流行しており 13)、日本における感

染症例の多くは輸入感染症ですが、国内でも

発生しており、双方合わせて毎年数百例報告

されています。これらの一部について多剤耐

性が報告されています 14)。感染予防法上の

2 類感染症であり、第二種感染症指定医療機

関への入院を患者に勧告します。感染症例に

対して糞便を念頭に置いた接触予防策を行い

ます 3)4)。消毒薬抵抗性は特に報告されてお

らず、低～中水準消毒薬が有効です。消毒例

について詳しくは文献 6)を参照ください。 
 
４．Yersinia enterocolitica（エルシニア・エン

テロコリチカ） 
 
Yersinia enterocolitica は腸内細菌科のグラ

ム陰性桿菌で、その一部の血清型は胃腸炎、

敗血症などを起因します。典型的な感染経路

は経口感染であり、菌は保菌者・感染症例の

糞便に排出されます。多くの場合汚染された

食品や水を介して食中毒として発生しますが、

汚染された輸血による菌血症・敗血症の場合

もあります 15)。感染症例に対しては標準予防

策を基本としますが、幼児の場合などには接

触予防策を追加します 4)。消毒薬抵抗性は特

に報告されていません。 
 
５．Vibrio spp.（ビブリオ属） 
 
Vibrio parahaemolyticus（腸炎ビブリオ）はビ

ブリオ科のグラム陰性桿菌で、広く海水中に存

在し、主に魚介類による食中毒として感染性

胃腸炎をもたらします 16)。感染症例に対する

予防策は標準予防策を基本とし、失禁のある

場合接触予防策を行います 4)。消毒薬抵抗

性は特に報告されていません。 
 
Vibrio cholerae O1（コレラ菌）はビブリオ科の

グラム陰性桿菌で、コレラを起因します。感染

経路は汚染された水や食物を介した経口感染

であり、小腸で増殖して毒素を産生し、激しい

水様性下痢を起因して脱水症により死因とも

なります。菌は保菌者・感染症例の糞便に排

出され、ヒトからヒトへも伝播します 17)。現在

はアフリカ、アジア、南米で流行していますが、

日本でも輸入感染症を中心に毎年数十例報

告されています。Vibrio cholerae O139（新型

コレラ菌）はコレラ菌と同様の病原性を持ち、イ

ンド・バングラデシュを中心に 1993 年頃より

流行していますが、コレラよりも軽症と言われ

ています。コレラ菌と新型コレラ菌はどちらも

感染予防法上の 2 類感染症であり、第二種感

染症指定医療機関への入院を患者に勧告し

ます。感染症例に対しては標準予防策を基本

としますが、糞便を念頭に置いた接触予防策

を追加します 3)4)。消毒薬抵抗性は特に報告

されておらず、低～中水準消毒薬が有効です。

消毒例について詳しくは文献 6)を参照ください。 
 
Vibrio cholerae O1 以外の Vibrio cholerae 
を non-agglutinable vibrio（ナグビブリオ: 
NAG）または Vibrio cholerae non-O1（非 O1
コレラ菌）と呼びますが、これらも食中毒として

感染性の下痢をもたらします。感染症例に対

する予防策は標準予防策を基本とし、失禁の

ある場合接触予防策を行います 4)。消毒薬抵

抗性は特に報告されていません。 
 
６．Campylobacter spp.（カンピロバクター

属） 
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Campylobacter jejuni、Campylobacter coli
はカンピロバクター属の螺旋菌とも呼ばれるグ

ラム陰性桿菌で、ニワトリ、ウシ、ブタなどの常

在菌であり、食中毒として感染性の下痢をヒト

にもたらします。なおカンピロバクター属におけ

る抗菌薬耐性の拡散が報告されています 18)。
感染症例に対する予防策は標準予防策を基

本とし、失禁のある場合接触予防策を行いま

す 4)。消毒薬抵抗性は特に報告されていませ

ん。 
 
７．Listeria monocytogenes（リステリア・モ

ノサイトゲネス） 
 
Listeria monocytogenes はグラム陽性桿菌

で、ウシなどの動物、土壌、水系、汚染食品か

ら検出されます。動物からヒトへ伝播する場合

のほか、汚染食品による食中毒としての集団

感染も報告されています。リステリア症は主に

乳児、小児、免疫能の低下した高齢者におい

て髄膜炎、敗血症をもたらします。周産期リス

テリア症は胎盤を経由した感染伝播で死産の

原因または新生児の死因となります。食中毒

として健常人に胃腸炎をもたらすこともありま

す 19)。感染症例には標準予防策を行います

4)。消毒薬抵抗性は特に報告されていません。 
 
８．その他 
 
以上のほか、細菌による感染性胃腸炎として

は、Staphylococcus aureus（黄色ブドウ球

菌）による大腸炎、Clostridium difficile による

偽膜性大腸炎などがありますが、今回は説明

を省略します。 
 
また、細菌が食物中で増殖して毒素を産生し、

その毒素が食中毒の原因となる場合がありま

す。黄色ブドウ球菌、Clostridium perfringens
（ウエルシュ菌）、Clostridium botulinum（ボツ

リヌス菌）、Bacillus cereus（セレウス菌）など

の一部が毒素を産生します。これら毒素型の

食中毒は、通常 2 次感染しないため、感染症

例に対しては標準予防策を行います。なお、

消毒薬は基本的に毒素そのものを失活させる

ものではなく、また、毒素には耐熱性があるこ

とについて、食品衛生上の注意が必要です。 
 
糞便に対する接触予防策 
 
腸管出血性大腸菌による場合など、2 次感染

の可能性が高い細菌性胃腸炎の場合には、

糞便に対する接触予防策を以下のように行い

ます 6)。 
 
・ 医療従事者および患者本人による手洗い

の励行 
・ 失禁のある場合は紙おむつを適用し焼却

処理 
・ 糞便は通常水洗トイレに流す。消毒をする

場合には、塩化ベンザルコニウム液を 0.1
～0.5％の濃度になるように注ぎ 5 分間以

上放置後に流すこともあるが、これは薬事

上明確には認可されていない。また化学

便器を使用することもある 
・ 患者の使用したベッドパンは、フラッシャー

ディスインフェクター（ベッドパンウォッシャ

ー）で 90℃1 分間の蒸気による熱水消毒。

熱水消毒できない場合には、洗浄後に

0.1％塩化ベンザルコニウム液、500ppm
次亜塩素酸ナトリウム液などに 30 分間浸

漬。下血、血便時など血中ウイルスも問題

となる場合で熱水消毒できない時には

1,000ppm 次亜塩素酸ナトリウム液に 30
分間浸漬、または 2％グルタラールに 30
分～1 時間浸漬 

・ 患者の使用したトイレの便座、フラッシュ

バルブ、ドアノブなど直接接触する部分を、

アルコールで清拭 
・ 患者が使用した寝衣、リネンは熱水洗濯

（80℃10 分間）。熱水洗濯できない場合

は、200～1,000ppm 次亜塩素酸ナトリウ

ムのすすぎ水への 30 分間浸漬、または

0.1％塩化ベンザルコニウム液などに 30
分間浸漬 

・ 患者は原則としてシャワー浴により入浴し、

なるべく浴槽に入らない。浴槽に入る場合

にはその日の最後とし、入浴後浴槽内の

水を流して十分に水洗いする 
・ 患者が使用した給食食器などの洗浄は通

常どおり熱水と洗剤にておこなう 
・ 患者周辺の直接接触する床頭台、オーバ

ーテーブル、洗面台などをアルコールまた

は 0.2％塩化ベンザルコニウム液、0.2％

塩化ベンゼトニウム液、0.2％塩酸アルキ

ルジアミノエチルグリシンで清拭 
・ 床など直接接触しない環境の消毒は通常

必要ないが、排泄物で汚染された場合に

は排泄物を念入りに拭き取り、0.2％塩化

ベンザルコニウム液などで清拭。下血、血

便時など血中ウイルスも問題となる場合

には、血液と排泄物を念入りに拭き取り、

1,000ppm 次亜塩素酸ナトリウム液で清

拭 
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Y’s Letter No.20-4 

おわりに 
 
上述の糞便に対する接触予防策の大部分は、

本来、排泄物に対する標準予防策として日常

的に行うべき予防策であるとも言えます。標準

予防策を日頃から確立しておくことは、細菌に

よる感染性胃腸炎の 2 次感染を予防するため

の基礎であると思われます。なお、大量調理

における衛生管理に関しては、文献 20)を参

照下さい。大量調理における洗浄・消毒の要

点は下記のとおりです 6)。 
 
食器の洗浄 
 
手による洗浄の場合 
・ 3 槽のシンクを利用する。 
・ 第 1 槽の温水は 50～55℃を確保する。 
・ 中性洗剤の濃度を規定どおりとする。 
・ 第 2 槽は洗剤を除去するため、40℃以上の温水

を継続的に補給し、オーバーフローさせる。 
・ 第 3 槽は最終消毒用として、熱水を 77℃以上に

保持し、90 秒以上浸漬する。 
機械洗浄の場合 
・ 洗浄槽内は最低 60℃を維持し、最終リンス温度

は 80～90℃とする。 
・ コンベア型では洗浄速度を正確に保持する。 
・ 給湯ノズルの汚染に注意する。 
 
調理設備の消毒 
 
・ 鍋、釜、包丁などは 80℃5 分間以上加熱する。 
・ まな板は洗剤で洗浄後、80℃5 分間以上の熱水

または 500ppm 次亜塩素酸ナトリウム液で消毒

する。 
・ ふきん、タオルなどは 100℃5 分間以上煮沸消

毒をする。 
・ 調理機械、調理台などは消毒用エタノールで消

毒する。 
・ 配膳カート、テーブル、棚は、熱水による洗浄が

困難なため、0.2％塩化ベンザルコニウム、0.2％

塩化ベンゼトニウム、または 0.2％塩酸アルキル

ジアミノエチルグリシンを使用して清拭消毒する。 
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